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平成  年  月  日 

防火・防災管理業務の委託状況表 

防火・防災管理者の業務委託 （防火・防災管理者業務を第三者へ委託している場合） 

防火・防災管理者の業務を受託した者の氏名及び住所等 

〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 

氏名（名称） 

代表取締役（氏名） 

住所（所在地） 

電話番号 

防火・防災管理業務の一部委託 （防火・防災管理業務を第三者へ委託している場合） 

再受託者の有無 □無 □一部有  □全部 通報承認 □無 □有（承認番号〇〇〇〇〇） 

防火・防災管理業務の一部受託者の氏名及び住所等 

〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 

 氏名（名称）     

代表取締役（氏名）  

住所（所在地）    

電話番号       

 

受
託
者
の
行
う
防
火

・
防
災
管
理
業
務
の
範
囲
及
び
方
法 

常

駐

方

法 

範

囲 

□ 出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など） 

□ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 

□ 消防・防災設備等の監視・操作業務 

 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 

□初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（     ） 

□自衛消防訓練指導 

□ その他（        ） 

方

法 

常 駐 場 所  

常 駐 人 員  

委託する防火対象物の区域  

委 託 す る 時 間 帯  

巡

回

方

式 
範

囲 
□ 出火防止業務（火気使用箇所の点検など） 

□ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 

 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 

□ 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 

 □初期消火 □通報連絡 □その他（      ） 

□ 自衛消防訓練指導 

□ その他（        ） 

方

法 

巡 回 回 数  

巡 回 人 員  

委託する防火対象物の区域  

委 託 す る 時 間 帯  

遠
隔
移
報
方
式 

通 報 登 録 番 号  

範 
 

囲 

□ 消防・防災設備等の遠隔監視・操作業務 

□ 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 

 □初期消火 □通報連絡 □その他（         ） 

□ その他（        ） 

方 
 

法 

現場確認要員の待機場所  

到 着 所 要 時 間  

委託する防火対象物の区域  

委 託 す る 時 間 帯  

 （備考） 「受託者の行う防火・防災管理業務の範囲」については、該当する項目の□に✓印を付する。 
 

別表１（第5条第2項関係） 

 



 

災害想定表（病院系） 防火対象物名 愛知医科大学病院 作成年月日 平成  年  月  日 

建物の概要 

（所在地、階数、構造、延床面積、用途等） 

愛知県長久手市岩作雁又1番地１、  中央棟Ｓ構造地上１５階建、建築年：２０１３年（平成２５年）築５年、Ｃ棟ＳＲＣ構造地上１３階建、建築年１９８１年 

（昭和５６年）築３７年、延べ面積１０２,６８５.５㎡  病床数：９００床、  １日平均外来者数：２，６３９人、  地域の中核的役割を担う総合病院 

想定地震情報と時間要素 

（震度、時間、曜日等） 
海溝型地震（南海トラフ地震）震度６強、  地震発生日時：４月初旬の月曜日で午前１１時頃に発生 

シナリオ条件 

（在館者数、従業員数、火気使用状況、天候、外気温等） 

入院患者数７５５人、  医師：４００人、  事務員：９０人  コメディカル：１８０人、  看護師：６００人、   警備員：１６人 

火気使用状況：ボイラー６台、  冷温水発生機２台、  休憩室の電子レンジ等、  天候:晴れ  気温:２０℃ 

 

被害種類と考慮すべき態様 

（標準的な付与条件） 

番

号 

災害の想定 

（被害の具体的事象） 
防火防災安全上の目標設定 

１．建物等の基本被害 

・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大

きな被害は考慮しなくてよいものとする。 

・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果

に基づき構造体の被害を想定する。 

1 
建物構造(柱・梁・耐震壁等)主要構造物の被害なし。現状使用を継続する

うえで問題なし。 

主要構造物の被害なし。 

2 窓ガラスの一部にひびが入る。 ガラスの飛散による負傷者を出さない。 

   

２．建築設備等被害 

・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しな

い部位の損壊や機能停止を想定する。 

・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機

能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停

止が生ずることを想定する。 

3 エレベーター最寄階到着後に停止。使用不可。閉じ込め事故が２件計４名発生した。 閉じ込め者を全員救出する。 

4 
1から4階間のエスカレーターが急停止により、来院者が数人転倒する事

故が発生した。 

転倒による負傷者を出さない。 

5 空調・換気設備が故障する。 空調・換気設備の復旧を行う。 

6 
ボイラーは、感震装置の動作で停止。一部ガス燃料の漏洩はあったが、着

火源はなく火災には至らなかった。 

二次災害（火災）の発生防止。 

３．避難施設等被害 

・廊下、階段、非常口、避難器具等、防火戸、 

 シャッター、排煙設備等 

7 従業員が階段室や非常口に殺到し、避難が円滑に進まない。 将棋倒しによる負傷者を出さない。 

8 病室の開放障害により、閉じ込め者が発生した。 閉じ込め者を全員救出する。 

9 排煙口の誤作動により空調機が停止し、病棟内の気温が上がる。 体調不良者を出さない。 

４．消防用設備等 

・スプリンクラー、屋内消火栓、火災報知器、 

 非常警報、誘導灯、特殊消火設備 

10 スプリンクラーヘッドの一部損傷による漏水が発生した。 火災発生時は他の消火設備で消火する。水損防止を図る。 

11 
物品移動による閉鎖障害や蝶番の変形などにより一部の防火戸が作動し

ない。 

延焼を阻止する。煙による窒息被害を防止する。 

５．収容物等被害 12 書棚が転倒し室内が散乱する。 転倒・落下物による負傷者を出さない。 

13 
点滴の吊り下げ器具が多数転倒する。 通常通り点滴を続行させる。 

６．ライフライン等被害 14 交通網が寸断され、大量の帰宅困難者が発生 飲料水・食料の確保、生活環境を維持する。 

15 
停電があり、ナースコールの使用ができなくなる。 患者の容態変化を見逃さない。不安を起こさせない対応 

７．派生的に生じる被害 16 駐車場の床に漏えいした少量のガソリンに着火した。 延焼拡大させない。 

17 
化学薬品等の落下、転倒があった。 二次災害の発生防止 

８．人的被害 18 あわてて起きようとして、ベットからの転落が発生した。 転落による負傷者を出さない、患者の状態を悪化させない。 

 

 

別表２―(1)病院系災害想定（第6条関係） 

 

 



 

被害種類と考慮すべき態様 

（標準的な付与条件） 

番

号 

対応行動の具体化 

応急的対策事項 予防的事項 

１．建物等の基本被害 

・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大

きな被害は考慮しなくてよいものとする。 

・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果

に基づき構造体の被害を想定する。 

1 建築技術者により、建物の損傷箇所を目視・確認する。 中央棟は免震構造、Ｃ棟は新耐震基準適合。 

2 従業員や来院者を建物周囲へ近づけない。 立入り禁止区域の設定。 

 
  

２．建築設備等被害 

・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しな

い部位の損壊や機能停止を想定する。 

・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機

能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停

止が生ずることを想定する。 

3 
非常用インターホンにより負傷有無の確認と状況説明を行う。消防隊・

エレベータ会社への連絡。 

エレベータ会社と復旧・救出フローの確認。（誰がどのように行うか） 

4 使用禁止の処置を行う。「停止」表示を行う。 エスカレーター会社と非常時の運用ルールを事前に確認。 

5 修理手配を行う。 配管類は、エキスパンション施工済み。 

6 配管修理手配を行う。 ガス会社と連携強化。 

３．避難施設等被害 7 パニック防止の非常放送を行う。 パニック防止放送の内容確認、放送の信頼性確保の検討。 

8 消防隊への連絡、バール等によるこじ開けを試みる。 安否連絡方法の確立、扉の開錠方法の事前確認 

9 換気設備を運転できるようにする。 防災センター員の教育訓練を行う。 

４．消防用設備等 10 火災が発生していないことを確認し、制御弁を閉止する。 制御弁室の場所及び一系統の防護範囲を確認しておく。 

11 可能な場合、防火戸を手動で閉じる。 防火戸の周辺に物品を納置しない。 

５．収容物等被害 12 書棚の下敷きになった人がいないかを確認する 書棚の固定をしっかりとしておく。 

13 点滴患者の状況を確認し、針が抜けていた場合は、速やかに差し替える。 吊り下げ器具の転倒防止を強化する。 

６．ライフライン等被害 14 帰宅困難者への仮設トイレの設置、非常食・飲料水の配給 災害備蓄品の必要量を確保しておく。 

15 看護師による見回り頻度を多くする。 ライフラインの2重化済み。 

７．派生的に生じる被害 16 初期消火を行い、鎮火させる。 駐車場の定期清掃。泡消火設備の良好なメンテナンス。 

17 防火戸、防火シャッターの閉鎖 転倒･移動防止対策の強化、容器の固定 

８．人的被害 18 患者を速やかにベッドに戻す。 ベッドの柵が外れないように補強する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ー⑴ 病院系災害想定に基づく予防的事項と応急的対策事項（第6条関係） 

 



   

災害想定表（大学系） 防火対象物名 愛知医科大学 作成年月日 平成  年  月  日 

建物の概要 

（所在地、階数、構造、延床面積、用途等） 

愛知県長久手市岩作雁又1番地１、大学本館（１号館）、ＳＲＣ造、地上７階建、延べ面積１８,０３１.２５㎡ 

建築年：１９９９年（平成１１年）築１９年、  エレベーター５基（常用のみ）、   

想定地震情報と時間要素 

（震度、時間、曜日等） 
海溝型地震（南海トラフ地震）震度６強、  地震発生日時：４月初旬の月曜日、午前１１時頃の発生 

シナリオ条件 

（在館者数、従業員数、火気使用状況、天候、外気温等） 

大学医学部生４２０人、看護学部生２５０人、 教育職員：２５３人、 事務職員等：１４９人 

火気使用状況：冷温水発生機：３台   レストラン厨房ガスコンロ：６台、  天候:晴れ  気温:２０℃ 

 

被害種類と考慮すべき態様 

（標準的な付与条件） 

番

号 

災害の想定 

（被害の具体的事象） 
防火防災安全上の目標設定 

１．建物等の基本被害 

・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大

きな被害は考慮しなくてよいものとする。 

・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果

に基づき構造体の被害を想定する。 

1 
建物構造(柱・梁・耐震壁等)主要構造物の被害なし。現状使用を継続する

うえで問題なし。 

主要構造物の被害なし。 

2 窓ガラスの一部にひびが入る。 ガラスの飛散による負傷者を出さない。 

   

２．建築設備等被害 

・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しな

い部位の損壊や機能停止を想定する。 

・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機

能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停

止が生ずることを想定する。 

3 
大学本館（１号館）のエレベーターが停止する。最寄階到着後に停止。使

用不可。 

転倒による負傷者を出さない。 

4 

空調・換気設備が故障する。 空調・換気設備の復旧を行う。 

３．避難施設等被害 

・廊下、階段、非常口等 

5 学生達が階段室や非常口に殺到し、避難が円滑に進まない。 将棋倒しによる負傷者を出さない。 

6 講義室の開放障害により、閉じ込め者が発生した。 閉じ込め者を全員救出する。 

４．消防用設備等 

・屋内・屋外消火栓、火災報知器、防火 

 戸、シャッター 

7 
物品移動による閉鎖障害や蝶番の変形などにより一部の防火戸が作動し

ない。 

延焼を阻止する。煙による窒息被害を防止する。 

8 配線の断線により、大学本館全体の非常放送が不能となる。 避難の混乱による負傷者を出さない。 

５．収容物等被害 9 図書館内の蔵書や書棚が転倒･落下する。 転倒・落下物による怪我人を出さない。 

10 ロッカー、書棚が転倒し室内が散乱する。 転倒・落下物による負傷者を出さない。 

６．ライフライン等被害 11 上水道が断水し、薬物洗浄、飲料水、トイレが使えない。 一部の場所で使用できるようにする。 

12 交通網が寸断され、大量の帰宅困難者が発生 災害備蓄品の必要量を確保しておく。 

７．派生的に生じる被害 13 レストラン厨房で、食用油がこぼれ火災が発生した。 延焼拡大させない。 

８．人的被害 14 あわてて屋外に出た学生が落下物で負傷した。 落下物による負傷者を出さない。 

 

 

 

 

 

 

別表２ー⑵大学系災害想定（第6条関係） 

 



 

被害種類と考慮すべき態様 

（標準的な付与条件） 

番

号 

対応行動の具体化 

応急的対策事項 予防的事項 

１．建物等の基本被害 

・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大

きな被害は考慮しなくてよいものとする。 

・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果

に基づき構造体の被害を想定する。 

1 建築技術者により、建物の損傷箇所を目視・確認する。 新耐震基準適合。 

2 学生を周囲に近づけない。 立入り禁止区域の設定。 

 
  

２．建築設備等被害 

・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しな

い部位の損壊や機能停止を想定する。 

・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機

能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停

止が生ずることを想定する。 

3 エレベーターメンテナンス会社への連絡。 エレベーターメンテナンス会社と施設業務担当が協力して復旧を図る。 

4 

修理手配を行う。 配管類は、エキスパンション施工済み。 

３．避難施設等被害 5 パニック防止の非常放送を行う。 パニック防止放送の内容確認、ハンドマイクの用意。 

6 
バール、ジャッキ等によるこじ開けを試みる。 バール、ジャッキ等救出用具を準備する。 

４．消防用設備等 7 可能な場合、防火戸を手動で閉じる 防火戸の周辺に物品を納置しない。 

8 
防災センターから連絡員を派遣する。 ハンドマイクの動作確認。 

５．収容物等被害 9 収納棚の下敷きになった人がいないかを確認する 収納棚、テレビの固定をしっかりとしておく。 

10 
怪我人のいないことを確認し、室内への立入を禁止する。 転倒し易い什器類の転倒防止を強化する。 

６．ライフライン等被害 11 仮設トイレの設置、仮設給水栓の設置及び飲料水の配給 設計･施行業者に配管の耐震性を確認 

12 一次避難場所を開放する。 情報網を活用し、道路･交通情報の把握に努める。 

７．派生的に生じる被害 13 初期消火を行い、鎮火させる。 マイコンガスメーター設置済み。（地震の揺れでガスを遮断する） 

８．人的被害 14 応急処置を行う。 避難経路を把握しておく。 

 

 

 

 

 

別表２ー⑵ 大学系災害想定に基づく予防的事項と応急的対策事項（第6条関係） 

 



 

 

防火対象物実態把握表 

(平成  年  月  日現在) 

管理権原者氏名｛          ｝ 

防火・防災管理者氏名｛          ｝ 

防
火
対
象
物
の
現
状 

項 目 内 容 項 目 内 容 

所 有 形 態 
単独・共有・区分所有・ 
その他（   ） 

直 通 階 段 
屋内（  本） 
屋外（  本） 

建 築 年 月 日 昭和  年  月  日 建物内の事業所数  

階 層 地上  階、 地下   階 防 災 セ ン タ ー 有 ・ 無 

全 体 の 用 途 病院（   病棟、外来棟） 
共同防火・ 
防災管理 

設置の

対 象 
該 ・ 否 

建物全体の面積 ㎡ 
協議会

の有無 
有 ・ 無 

建 物 全 体 の 

収 容 人 員 
名 

防火・防災管理 
業務の一部委託 有 ・ 無 

建 物 構 造 耐火・準耐火・防火・木造 

事
業
所
の
使
用
状
況 

使 用 年 月 日 
 

年  月  日 

当 該 事 業 所 と 
建 物 所 有 者 と の 
関係（貸借形態） 

賃借・転借・単独・共有・ 
区分所有（その他） 

事業所の床面積 ㎡ 
共同防
火・ 
防災管理 

設置の
対 象 該 ・ 否 

事 業 所 の 
使 用 階 数 

    階 
協議会
の有無 有 ・ 無 

事 業 所 の 用 途  
防 火 ・ 防 災 の 
一 部 委 託 状 況 有 ・ 無 

事 業 所 の 
収 容 人 員 

名（内・従業員  名） 

危
険
物
施
設
の
状
況 

危険物施設等の 
区 分 ･ 場 所 

 建
築
設
備
の
状
況 

非 常 用 
エレベータ－ 該・否 設置数（  ） 

品 名  
その他の 

エレベータ－ 該・否 設置数（  ） 

届 出 ・ 許 可 有 ・ 無 エスカレーター 該・否 設置数（  ） 

消
防
用
設
備
等
の
設
置
状
況 

消
防
設
備 

消 火 器 有 

警
報
設
備 

自動火災 
報知設備 該 ・ 否 

屋内消火 
栓 設 備 

該 ・ 否 放送設備 該 ・ 否 

粉 末 
消火設備 

該 ・ 否 
ガス漏れ 
火災警報 該 ・ 否 

スプリンクラー
設 備 

該 ・ 否 

避
難
設
備 

避難階段 該 ・ 否 

その他の 
避難階段 該 ・ 否 

泡 消 火 
設 備 該 ・ 否 消

火
活
動
上 

必
要
な
設
備 

排煙設備 該 ・ 否 

不 活 性 
ガス消火 
設 備 

該 ・ 否 連結送水管 該 ・ 否 

 

別表３（第９条関係） 

 



 

 

防火・防災管理維持台帳に編冊する書類等の一覧 

 

１ 甲種防火管理再講習・防災管理再講習の修了証の写し 

２ 消防計画（防火・防災）の届出に係る書類の写し 

３ 防火管理者、防災管理者の選解任に係る書類の写し 

４ 自衛消防組織の設置の届出の写し 

５ 防火対象物の点検結果及び防災管理の点検結果の報告書の写し 

６ 防火対象物の定期点検・防災管理の定期点検に関する特例認定に係る申請書の写し 

７ 防火対象物の特定認定に係る認定決定通知及び不認定決定通知 

８ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置時の届出に係る書類の写し 

９ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置時の検査に係る検査済証 

10 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告書の写し 

11 消防計画に基づき実施される事項の状況を記録した書類 

12 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表 

13 その他、防火・防災管理上必要な書類 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表４（第11条第2項関係） 



 

 

 

消防用設備等の点検検査基準及び点検者 

 

検査対象 検査又は点検実施時期 責任者 点検実施者 留意事項 備  考 

建築物（付随する各施

設を含む。及びその他

の機械設備） 

毎年３月、９月

の２回実施す

る。 

防火・防災管

理者 

施設班員立会い

のもとに専門技

術者によって実

施する。 

構造及び防火

区画の状況を

把握するとと

もに、耐震検

査を合わせて

実施する。 

防火・防災管理者

は、人命危険の発

生する恐れのある

箇所の是正に努め

るため、毎月１回

以上実地踏査して

人命の安全管理に

配意する。 

火気使用設備、器具 同上 同上 同上  

 

電気設備器具 同上 同上 電気主任技術者・

電気工事士等によ

って実施する。 

 

危険物施設（医療用危

険物を含む。） 

同上 同上 危険物保安監督

者又は、専門技

術者が行う。 

 

放射性物質取扱施設 同上 同上 専門技術者が行

う。 

 

防

災

施

設 

防火シャッター 

防火ダンパー 

防火扉 

垂壁 

同上 同上 建築基準表第１

２条に基づく県

知事の指定する

委託者によって

実施する。 

建築物の構造

及び防火区画

と併せて防排

煙設備等を主

に実施する。 

消

防

用

設

備

等 

区分 

 

種別 

点検実施時期 

責任者 点検実施者 備  考 作動

点検 

機器

点検 

総合

点検 

消火器 

屋内・外消火栓設備 

スプリンクラー設備 

連結送水管 

避難器具 

ハロゲン化物消火設備 

二酸化炭素消火設備 

粉末消火設備 

 ３月 

９月 

３月 防火・防災管理

者 

消防法第１７

条第３項の有

資格者によっ

て行う。 

自家発電設備を除

く各消防用設備器

具等についての外

観点検は随時実施

する。 

自動火災報知設備 

非常警報設備（放送） 

誘導灯・誘導標識 

非常コンセント 

防・排煙設備 

 ３月 

９月 

３月 同上 同上 

自家発電設備 ３月 ３月 

９月 

３月 同上 同上 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

別表５（第25条関係） 



 

 

 

 

消防機関への届出、連絡事項等の一覧 

 

種   別 届 出 の 時 期 届 出 者 

防火管理者選任（解任）届出 防火管理者を定めたとき、又は解任したとき 管理権原者 

防災管理者選任（解任）届出 防災管理者を定めたとき、又は解任したとき 管理権原者 

防火管理に係る消防計画 

作 成 （ 変 更 ） 届 出 
消防計画を作成したとき、又は変更したとき 

管理権原者 

防火・防災管理者 

防災管理に係る消防計画 

作 成 （ 変 更 ） 届 出 
消防計画を作成したとき、又は変更したとき 

管理権原者 

防火・防災管理者 

自 衛 消 防 組 織 の 設 置 の 

（ 変 更 ） 届 出 
自衛消防組織を設置したとき 管理権原者 

自衛消防訓練の実施の通報 自衛消防訓練を実施するとき 防火・防災管理者 

消防用設備等点検結果の報告 １年に１回 管理権原者 

防 火 対 象 物 点 検 報 告 １年に１回 管理権原者 

防 災 管 理 点 検 報 告 １年に１回 管理権原者 

防火対象物使用開始届出 使用を開始する日の７日前まで 管理権原者 

防火対象物工事等計画届出 
修繕、模様替え、避難通路の変更などを行う

場合は、工事に着工する日の７日前まで 
管理権原者 

そ の 他 法令に基づく諸手続きを行う場合 
管理権原者又は防

火・防災管理者 

 

    

別表６（第27条関係） 

 



 

 

 

 

別表７(第28条関係)



 

 

 

防火・防災管理

者確認 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

   

 

防火・防災管理

者確認 



 

 

 

総指揮

（本部員）

看護学部教務学生部長

消

火

班

避

難

誘

導

班

救
出
・
救
護

班

施

設

班

情

報

連

絡

班

看
護
学
部
災
害
対
策
室

室
長
　
看
護
学
部
長

本部隊

（災害対策本部）

地区隊

医学部事務部長 看護学部事務部長

本部⻑
（学⻑）（事務局⻑）

統括管理の補佐
（防災主幹）

財務・管理室長

医学部学生部長

病院事務部長

室
長
　
病
院
長

法
人
本
部
災
害
対
策
室

室
長
　
法
人
本
部
長

病

院

災

害

対

策

室

看 護 部 長

資金・出納室長

施設・建設室長

   自衛消防隊の組織図

統括管理者
（防火・防災管理者）

医学部教務部長

別表８（第32条関係)

学

生

対

策

班

運
動
療
育
セ
ン
タ
ー
班

警

備

班

各班⻑への指揮、命令、伝達等

総務・秘書室⻑、⼈事・厚生室⻑、総務部⻑ 医
学
部
災
害
対
策
室

室
長
　
医
学
部
長

副本部⻑

医事管理部長



 

 

 
 

 

※複数の班が編成

地区隊

院外救護班
（ＤＭＡＴ)

学生対策班

消火班

学生対策班

消火班

施設班

看

護

学

部

災

害

対

策

室

医
学
部
災
害
対
策
室

病棟医療班 中央診療部班 救急外来班 病院情報連絡班

医師及び看護師は 工学班それぞれ別に

給食班 ボランティア係

病
院
災
害
対
策
室

薬剤班 受付・記録係

検査班

トリアージ係

法

人

本

部

災

害

対

策

室

医師：消化器外科 放射線班 薬 剤 係看護師：3Ｆ（外来）

師⻑が取りまとめる。
外来棟及び病棟所属 手術班 遺体安置係

処 置 係
されることとなるが
医師は診療科単位 輸血班 資材調達係とし、看護師は、

（医療チーム）

避難誘導班 避難誘導班

単位とする。
（例）消化器外科

班編成する。※

防災チーム



 

 

＜本部隊の班編成及び役割＞ 

 編成区分 班  長 副 班 長 班  員 主  な  役  割 

 

1 
消火班 

管財・契約室長

の指名する者 
班長の指名する者 

管財・契約室員 

防災警備員（委託会

社） 

１ 消火器や屋内消火栓を活用して適切な初期消火を行う。 

２ 防火戸、防火シャッター等を閉鎖し、火災の拡大防止にあたる。 

３ 火が天井面、壁面にまわっていたら、初期消火を断念し、一旦出火場所から避難する。 

４ 消防署と連携、協力して消火活動を行う。 

2 避難誘導班 
医学部事務部長

の指名する課長 
〃 

総合学術情報センタ

ー事務室(情報基盤

部門) 

分子医科学研究所、

動物実験部門、核医

学実験部門、高度研

究機器部門、臨床研

究支援センター、加

齢医科学研究所、産

業保健科学センター 

１ 非常放送設備を活用して、建物内の人に避難誘導を行う。 

２ 拡声器等を活用して避難の方向を明確に指示するとともに、出火階及び上階の者を優先して避難誘 

導にあたる。 

３ 非常口を使用して避難するものとし、エレベーターによる避難は行わない。 

４ 火災の延焼状況及び建物の損壊・倒壊等の状況を判断し危険が切迫している時は避難場所へ誘導す

る。なお、避難場所としては、大学本館西側広場、野球場及び研究棟南側広場とする。 

５ 担当階の避難が終了した時点で、逃げ遅れ者の確認を行い、本部へ報告する。 

６ 避難に当たっては、全員隊列を組み誘導し、避難場所に到着後は人員の確認・報告を行う。 

 

 

3 救出･救護班 
財務・管理室長

の指名する課長 
〃 

財務・管理室員 

資金・出納室員 

研究支援課員 

１ 建物の倒壊により下敷きになったときは、資器材を有効に活用して直ぐに救出活動を実施する。 

２ 下敷きになった人が見つからない場合は、ある程度作業が進んだところで、声を掛けるなどして 

返事やうめき声が聞こえないか確認する。 

３ 負傷した教職員、学生等の応急手当及び搬送を行う。 

４ 救命措置が必要な者がいれば、救命救急センターの指示を仰ぐ。 

 

4 
施設班 

施設・建設室長

の指名する者 
〃 

 

中央監視室員（委託

会社） 

１ 危険物、電気（非常用電源を含む。）、ガス、水道等の緊急点検及び建物に係る異常の有無の確 

認。 

２ 燃料の自動停止装置の作動確認及びバルブの閉鎖等を行う。 

３ 予測される電気・ガス・水道の使用制限又は供給停止に備え、代替装置の使用準備等を確保する 

 

 

5 

情報連絡班 
管財・契約室長

の指名する課長 
〃 

総務広報課員 

人事・厚生室員 

総務・秘書室員 

管財・契約室員 

１ 災害対策本部を防災センターに立ち上げる。 

２ 本部長の指揮を受け、非常放送により緊急地震速報、地震情報等を患者、学生、職員等に周知す

る。 

３ 各班の連絡責任者から正確な情報を入手し、本部員に報告する。 

４ 患者、学生、職員等の不安解消に必要な交通状況、電気・ガス・水道等の供給状況の情報を伝え

る。 

５ 消防署及び警察署との連絡調整を行う。 

 

6 学生対策班 
医学部事務部長 

の指名する課長 
〃 

医学部基礎科学 
医学部基礎医学 
看護学部教職員 

１ 学生の安否確認と被災状況の調査を行う。 

２ 学生避難所を設置する。 



 

 

 ３ クラブハウスの安全確認と被災状況の調査を行う。 

４ 授業再開のスケジュール等を教授と学生へ伝達する。 

 

7 運動療育センター班 
運動療育ｾﾝﾀｰ事

務長 
〃 運動療育センター員 

１ 運動療育センター外来者の避難誘導を行う。 

２ 運動療育センター施設の安全を確保する。 

３ 被害状況を調査・報告する。 

 

8 
警備班 

 

管財・契約室長 

の指名する課長 

 

防災センター隊長 

 

防災センター要員 

交通誘導隊員 

（委託会社） 

１ 部外者の立入整理及び自動車の進入規制を行う。 

２ 病院内の巡回と保安パトロールを行う。 

３ 避難所を警戒する。 

４ 患者等が混乱しないよう、大声で指示等を行う。 

※ 各班の班長不在時には、副班長がその職務を代行する。     

 

 

 

＜医学部災害対策室の班編成及び役割＞ 

 編成区分 班 長  副 班 長  班   員 主  な  役  割 

 

1 
学生対策班 

 

医学部長の指名 

する課長 

 

班長の指名する者 

 
学生課員 

１ 学生の安否確認と被災状況の調査を行う。 

２ 学生避難所を設置する。 

３ クラブハウスの安全確認と被災状況の調査を行う。 

４ 授業再開のスケジュール等を教授と学生へ伝達する。 

 

2 

 

消火班 

 

 

   〃    〃 庶務課員 

１ 消火器や屋内消火栓を活用して適切な初期消火を行う。 

２ 防火戸、防火シャッター等を閉鎖し、火災の拡大防止にあたる。 

３ 火が天井面、壁面にまわっていたら、初期消火を断念し、一旦出火場所から避難する。 

４ 消防署と連携、協力して消火活動を行う。 

 

 

 

 

3 
避難誘導班    〃    〃 教務課員 

１ 非常放送設備を活用して、建物内の人に避難誘導を行う。 

２ 拡声器等を活用して避難の方向を明確に指示するとともに、出火階及び上階の者を優先して避難誘 

導にあたる。 

３ 非常口を使用して避難するものとし、エレベーターによる避難は行わない。 

４ 火災の延焼状況及び建物の損壊・倒壊等の状況を判断し危険が切迫している時は避難場所へ誘導す

る。なお、避難場所としては、大学本館西側広場、野球場及び研究棟南側広場とする。 

５ 担当階の避難が終了した時点で、逃げ遅れ者の確認を行い、本部へ報告する。 

６ 避難に当たっては、全員隊列を組み誘導し、避難場所に到着後は人員の確認・報告を行う。 

 

 

 



 

 

＜看護学部災害対策室の班編成及び役割＞ 

 編成区分 班 長  副 班 長  班   員 主  な  役  割 

 

1 
学生対策班 

 

看護学部長の指

名する課長 

 

班長の指名する者 

 
学生支援課員 

１ 学生の安否確認と被災状況の調査を行う。 

２ 学生避難所を設置する。 

３ クラブハウスの安全確認と被災状況の調査を行う。 

４ 授業再開のスケジュール等を教授と学生へ伝達する。 

 

2 

 

消火班 

 

 

   〃    〃 総務課員 

１ 消火器や屋内消火栓を活用して適切な初期消火を行う。 

２ 防火戸、防火シャッター等を閉鎖し、火災の拡大防止にあたる。 

３ 火が天井面、壁面にまわっていたら、初期消火を断念し、一旦出火場所から避難する。 

４ 消防署と連携、協力して消火活動を行う。 

 

 

 

 

3 
避難誘導班    〃    〃 教学課員 

１ 非常放送設備を活用して、建物内の人に避難誘導を行う。 

２ 拡声器等を活用して避難の方向を明確に指示するとともに、出火階及び上階の者を優先して避難誘 

導にあたる。 

３ 非常口を使用して避難するものとし、エレベーターによる避難は行わない。 

４ 火災の延焼状況及び建物の損壊・倒壊等の状況を判断し危険が切迫している時は避難場所へ 

  誘導する。なお、避難場所としては、大学本館西側広場、野球場及び研究棟南側広場とする。 

５ 担当階の避難が終了した時点で、逃げ遅れ者の確認を行い、本部へ報告する。 

６ 避難に当たっては、全員隊列を組み誘導し、避難場所に到着後は人員の確認・報告を行う。 

 

 

 

＜法人本部災害対策室の班編成及び役割＞ 

 編成区分 班 長  副 班 長  班   員 主  な  役  割 

 

1 

施設班 

 

法人本部長の指

名する課長 

 

 

班長の指名する者 

 
施設・建設室員 

１ 危険物、電気（非常用電源を含む。）、ガス、水道等の緊急点検及び建物に係る異常の有無の確

認。 

２ 燃料の自動停止装置の作動確認及びバルブの閉鎖等を行う。 

３ 予測される電気、ガス、水道の使用制限又は供給停止に備え、代替装置の使用準備等を確保す

る。 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜病院災害対策室の班編成及び役割＞ 

 編成区分 班  長 副 班 長 班  員 主  な  役  割 

1 病棟医療班 

 
各診療科部長 
副看護部長 

各診療科副部長
各病棟医長 
各病棟看護師長 

 
各病棟の医師 
各病棟の看護師 

１ 職員の安否状況、負傷の有無、在室職員数を確認する。 
２ 安全な箇所での他病棟、他階への避難経路を確保する。 
３ 病棟内患者の在数、安否状況、負傷の有無を確認する。 
４ 病棟にあっては帰宅可能者、転院可能者を選定し、空床を確保する。 
５ 上記内容等を病院対策室に報告する。 

2 中央診療部班 

工学班 臨床工学部長 臨床工学部副技師長 臨床工学部の職員 
１ 人工呼吸器、人工透析機等の医療機器使用患者の管理、非難誘導を行う。 
２ 人工呼吸器、人工透析機等の医療機器使用状況、被害状況の把握を行う。 
３ 二次災害防止対策を行う。 

検査班 中央臨床検査部長 
中央臨床検査部技

師長 

中央臨床検査部の職員 

睡眠医療センターの職員 

１ 治療、検査のため入室中の患者の管理、避難誘導を行う。 
２ 検査機器の被害状況を把握し、検査体制の確立を行う。 
３ 二次災害防止対策を行う。 

輸血班 輸血部長 輸血部副技師長 輸血部の職員 
１ 輸血システム、輸血検査機器の輸血体制の確立を行う。 
２ 輸血用血液製剤の管理を行う。 
３ 二次災害防止対策を行う。 

手術班 中央手術部長 中央手術部師長 中央手術部の職員 

１ 手術中、手術後の患者の管理を行う。 
２ 手術用機器の被害状況を把握し、緊急手術の実施体制の確保を行う。 
３ 手術材料の確保を行う。 
４ 必要により、医療用ガスを遮断するなど二次災害防止対策を行う。 

放射線班 中央放射線部長 中央放射線技師長 中央放射線部の職員 

１ 治療、検査のため入室中の患者の管理、避難誘導を行う。 
２ 放射線施設の安全管理を行う。 
３ 放射線施設の被害状況を把握し、治療、検査体制の確保を行う。 
４ 二次災害防止対策を行う。 

薬剤班 薬剤部長 薬剤部副部長 薬剤部の職員 

１ 医薬品の被害状況を把握し、管理を行う。 
２ 液化酸素施設の安全管理を行う。 
３ 災害時用医薬品等の確保、搬出準備を行う。 
４ 二次災害防止対策を行う。 

給食班 栄養部長 栄養部技師長 栄養部の職員 

１ 給食施設の被害状況を把握し、管理を行い、水・熱源を確保する。 
２ 入院患者への非常備蓄食、飲料の用意を行う。 
３ 食品補給を業者に手配する。 
４ 配膳ルート、要員を確保する。 

3 

救急外来班 
救命救急センター 
副部長 

救命救急センター 
看護師長 

 

１ 職員の安否状況、負傷の有無、在室職員数を確認する。 
２ 安全な箇所での他病棟、他階への避難経路を確保する。 
３ 病棟内患者の在数、安否状況、負傷の有無を確認する。 
４ 固定電話、ＰＨＳ、非常放送等の通信設備の使用が可能かを確認する。 
５ 救急外来在室自力歩行可能者にあっては安全な箇所での避難経路で帰宅させ

る。 

 トリアージ係 
救急外来班長が指名

する者 
 

救命救急センター医師 
看護師 
卒後臨床研修センター 
医師 

１ トリアージの設置 
２ トリアージエリアによる一次トリアージ 
３ トリアージタッグの記載 
４ トリアージ後の各エリアへの誘導 

 



 

 

 

※ 各班の班長不在時には、副班長がその職務を代行する。 

処置係 

赤（重症エリア） 

救急外来班長が指名

する者 
 

救命救急センターの医師 
看護師 
卒後臨床研修センター医
師 

１ 赤（重症エリア）内での二次トリアージ 
２ 様態安定化を図った緊急処置 
３ 手術等の救命のための根幹処置を行う優先順位の決定 
４ トリアージタッグの追記・修正 

処置係 

黄（中等症エリア） 

緑（軽症エリア） 

救急外来班長が指名

する者 
 

救命救急センター医師 
看護師 
卒後臨床研修センター医
師 
各科医師・看護師 
医事課員 

１ 黄（中等症）、緑（軽傷）エリア内での二次トリアージ 
２ 様態安定化を図った緊急処置 
３ トリアージタッグの追記・修正 
  

受付・記録係 医事課長 班長の指名する者 医事課員 
１ 各エリアでトリアージタッグ、外来カルテを作成し、配置する。 
２ 症度別患者数、入院患者数、転送患者数、死亡者数等を記録し、災害対策本部 
 に報告する。 

資材調達係 用度課長    〃 

用度課員、総合物流セン
ター事務室員、薬剤部
員、救命救急センターＥ
Ｒ看護師 

１ トリアージセンター及び救護所にストレッチャー、簡易ベッド、布団、毛布、 
車椅子、衝立、応急処置用包交車、点滴台、血圧計、心電計、担架、机、椅子、 
懐中電灯、蘇生用具、薬品、手袋等を準備する。 

２ 医療材料の在庫チェック、確保及びリスト作成を行う。 
３ 医薬品業者、食品業者、医療資機材業者等に供与の依頼を行う。 
４ 届けられた救援物資（食料、毛布、ガスコンロ、医薬品等）を受付し、種類ご 
とに分類し、整理保管する。 

遺体安置係 病院病理部長    〃 
病院病理部の臨床検査技
師 

１ 検死を行い、証明書を作成する。  
２ 遺体引渡しの手続きを行う。 
３ 時期を見て臨時の遺体安置所に指定された施設に移送する手配を行う。 

薬剤係 薬剤部長    〃 薬剤部員 

１ 救護所での処置を終了した軽症者への投薬のうち、鎮痛剤、解熱剤、抗生物質
等の簡易医薬品についてはその場で調剤し、投薬する。 

２ 外来での処置を終了した者には薬局にて調剤し、投薬する。 
３ 緊急医薬品の在庫状況を把握し、緊急医薬品を確保する。 

4 病院情報連絡班 

 

 

 

病院管理課長   〃 

 

病院管理課員 

医療安全課員 

医療情報システム課員 

医療情報管理課員 

地域医療連携課員 

病院経営企画課員 

１ 情報を収集し、災害対策本部に報告する。 
２ 愛知県災害対策本部、消防、警察、地方自治体、医師会等との連絡調整を図
る。（愛知県医師会無線、名古屋市地域防災無線、パソコン通信の利用を図る。） 

３ 当院の被災状況、医療の継続、診療可能科目、新たな患者の受入の可否につい 
 ては、広域救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）へ速やかに入力する。 
４ 収集した情報を整理し、職員、患者に周知する。 
５ 他部局との連絡に当たる。 
６ 職員の状況を把握する。 

5 院外救護班 DMAT隊員の医師 班長の指名する者 予め指定された者 １ 行政機関からの要請による院外での自己完結型医療救護チームとしての活動 



 

 

時 間 内 の 緊 急 連 絡 表 

 

 

                                      現場直行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

災害発生現場 

災害対策本部 

（防災センター） 

■本部長（学長） 

内線５５５５５番 

■副本部長０００ 

■本部員００００ 

消 火 班 

避難誘導班 

救出・救護班 

情報連絡班 

施 設 班 

学生対策班 

運動療育センター班 

警 備 班 

病棟医療班 

中央診療部班 

救急外来班 

院外救護班 
(DMAT) 

消防機関 学内各部署 学内放送 

別表９（第36条第2項関係） 

・
初
期
消
火 

・
現
場
直
行 

・
現
場
確
認 

通
報

・
状
況
報
告 

現
場
直
行 

現
場
直
行 



 

 

時 間 外 の 緊 急 連 絡 表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

災害発生現場 

災害対策本部 

（防災センター） 

内線５５５５５番 

避難誘導班 
･時間外管理師長 
･看護師 

･医師当直者 

救出･救護班 
･医師当直者 
･薬剤部当直者 

消火班 
･防災警備員 

施設班 
･施設・建設室 
･管財・契約室 
事務担当者 

消防機関 学内各部署 

別表９の２（第36条第2項関係） 

通
報

・
状
況
報
告 

・初期消火 
・現場直行 
・避難誘導 

災害対策本部長／副本部長 

災害対策本部員 

臨時本部長／副本部長 

（当番医／副当番医） 

情報連絡班 
･事務当直者 

通報･直行 

・
初
期
消
火 

・
現
場
直
行 

・
現
場
確
認 

通
報 

 

通
報 

 
通報･直行 



 

 

別表１０（第72条関係） 

 
資格管理表（自衛消防業務講習） 

氏  名 担当任務等 受講年月日 資格番号 再講習年月日 備 考 

 統 括管理 者       平成 年 月 日 第   号 平成 年 月 日  

      

 情報連絡班長 平 成  年  月 第   号 平成 年 月 日  

      

      

      

      

      

      

 初 期消火 班      長 平成 年 月 日 第   号 平成 年 月 日  

      

      

      

      

      

      

 避 難誘導 班      長 平成 年 月 日 第   号 平成 年 月 日  

      

      

      

      

      

      

 救 出救護 班      長 平成 年 月 日 第   号 平成 年 月 日  

      

      

      

      

      

      

 そ  の  他 平成 年 月 日 第   号 平成 年 月 日  

      

      

      

      

      

      

  

 

 



 

 

  防災用具一覧 別表１０

資機材名 種類 規  格 数量 保管場所
携帯型小型発電機 ＡＣ１００Ⅴ 2機 中央監視室
トランシーバー 微弱電流製 6台 中央棟地下1F倉庫

折畳み式担架 肩掛けベルト付 9基 立体駐車場1階倉庫

携帯ラジオ ３個 〃
立体駐車場地下1階

倉庫
鳶口 ５本 〃

角型 ５個 〃
剣先 ５個 〃

大両口ハンマー ｋｋ−０４ ６個 〃
両ツルハシ ５個 〃
かけや ３個 〃
テコバール １０本 〃
大型鉄線鋏 ２個 〃
ヘルメット １１８−ＥＰ １４５個 〃
防水シート（Ｚシート） （3.6×5.4ｍビニール製⻘⾊） １０枚 〃
呼子（警笛） 小型、プラスチック製 １４個 〃
懐中電灯 （単2乾電池２本使用） １１３個 〃
携帯用拡声器（トランペット型） （ハンドメガホン、サイレン付） ７個 〃
投光器（スタンド付） ハロゲン球500ｗ×２灯 ２基 〃
テント（天幕付） HS−０３−０４ 一式 〃
トラロープ ９mm×１００ｍ ２〆 〃

白⾊ ３〆 〃
⻩⾊ ２〆 〃

非常持出袋 ５袋 〃
軍手 (滑り止め付き） Ｐ−００１ １４４対 〃
蛍光体安全チヨッキ ５着 〃

小便器 一式
洋式 一式
単一 ２２９個 〃
単二 ４４２個 〃
単三 ２６０個 〃

土嚢袋 １００枚 〃

乾電池

コードリール NW−È33野外型、４口ー50ｍ 2ドラム

スコップ

ロープ

簡易トイレ

 

別表１１(第79条関係) 



 

 

 別図(第50条関係) 

 


